
・この通知書は、毎年６月上旬に納税義
務者あてに送付します。

・金融機関、コンビニ、市役所窓口にて
納付書で納付される方に通知する様式
です。

※上記の方で公的年金からの特別徴収
がある方もこの様式となります。

公的年金から特別徴収する
年金の種類

普通徴収税額のうち期別ごと
の税額と納期限

公的年金か
ら特別徴収さ
れる税額

次年度のうち、仮徴収期間である4月、6月、8月に
年金から仮徴収される税額です。

仮徴収とは、次年度の税額が決定される間に、仮
に徴収される税額です。税額が決定したら、10月、
12月、2月の本徴収する税額で調整します。

総合課税所得 所得控除

分離課税所得

(所得－所得
控除)で算出
した金額の
千円未満を
切捨てた額

③課税標準額に税率を乗じた額

税額控除額は右欄参照

税額控除後の所得割額

【年税額】
今年度1年間の市・県
民税と森林環境税の
合計額

【給与特別徴収税額】

年税額のうち、給与か
ら天引きされる税額

【年金特別徴収税額】

年税額のうち、年金か
ら天引きされる税額

【普通徴収税額】

年税額から特別徴収
税額を差引いた額・・・
金融機関等で納付し
ていただく額


